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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】筐体内部にバッテリを良好に保持するバッテリ
エンクロージャを設けた携帯型電子装置を提供する。
【解決手段】少なくとも１つの電子モジュール１を備え
る携帯型電子装置であって、電子モジュール１は、特に
、電気エネルギー供給源５を受け入れるために配置され
た空洞４を設けた主プレート２と、プリント配線３に関
連付けられた少なくとも１つのムーブメント７と、電気
エネルギー供給源５とプリント配線３との間の電気的接
続を保証するための弾性的に変形可能な接触部材６と、
電気エネルギー供給源５を保持するための手段とを備え
、電気エネルギー供給源５を保持するための手段は、電
気エネルギー供給源５を受け入れるように配置された、
絶縁材料で作られた取り外し可能なホルダ４１を備え、
且つ決まった場所に電気エネルギー供給源５を保持する
ための取り外し可能な留め金を備え、ホルダ４１は、空
洞内部に挿入されるように構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの電子モジュール（１）を備える携帯型電子装置であって、前記電気モ
ジュールは、特に、電気エネルギー供給源（５）を受け入れるために配置された空洞（４
）を設けた主プレート（２）と、プリント配線（３）に関連付けられた少なくとも１つの
ムーブメント（７）と、前記電気エネルギー供給源（５）と前記プリント配線（３）との
間の電気的接続を保証するための弾性的に変形可能な接触部材（６）と、前記電気エネル
ギー供給源（５）を保持するための手段とを備える、携帯型電子装置において、
　前記電気エネルギー供給源（５）を保持するための前記手段は、
　・底部（４２）及び環状壁（４３）を備える、絶縁材料で作られた取り外し可能なホル
ダ（４１）であって、前記ホルダ（４１）は、前記電気エネルギー供給源（５）を受け入
れるように配置され、且つ前記電気エネルギー供給源（５）を決まった場所に保持するた
めの取り外し可能な留め金（５０）を備え、前記ホルダ（４１）は、前記空洞（４）の内
部に挿入されるように構成される、取り外し可能なホルダ（４１）と、
　・前記プリント配線（３）と前記留め金（５０）との間の電気的接続を保証するための
接触手段と、
　・前記モジュール（１）に前記ホルダ（４１）を取り外し可能に固定するための固定手
段と、
　を備えることを特徴とする、携帯型電子装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯型電子装置であって、
　前記留め金（５０）は、前記ホルダ（４１）の前記底部（４２）にわたって延在する中
央部分（５１）と、前記環状壁（４３）の一部分にわたって延在する側面部分（５２）と
を備え、前記中央部分（５１）及び前記側面部分（５２）は各々が、前記電気エネルギー
供給源（５）に対して、それぞれ軸方向の力及び半径方向の力を及ぼすための、少なくと
も１つの細片状ばね（５１０，５２０）を備えることを特徴とする、携帯型電子装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の携帯型電子装置であって、
　前記プリント配線（３）と前記留め金（５０）との間の前記電気的接続を保証するため
の前記接触手段は、ばね（３０）の形態を取ることを特徴とする、携帯型電子装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の携帯型電子装置であって、
　前記ホルダ（４１）の前記壁（４３）は、前記ホルダ（４１）の頂部の全部又は一部に
わたって延在する筐体（４０）を有し、且つ前記ばね（３０）を受け入れるように配置さ
れ、前記ばね（３０）は、前記筐体（４０）の両側から突出することを特徴とする、携帯
型電子装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の携帯型電子装置であって、
　前記留め金（５０）は、前記ホルダ（４１）の前記底部（４２）の直ぐ近くにある開口
部（４５）に挿入されるように配置され、且つ前記筐体（４０）の中に出現する舌部（５
３）を備え、その結果、前記ばね（３０）は、前記舌部（５３）及び前記プリント配線（
３）に接触していることを特徴とする、携帯型電子装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の携帯型電子装置であって、
　前記留め金（５０）は、前記ホルダ（４１）の中にパチンと留められることを特徴とす
る、携帯型電子装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の携帯型電子装置であって、
　前記モジュール（１）に前記ホルダを固定する前記手段は、ねじ手段と連携する固定用
突起（４６）を備えることを特徴とする、携帯型電子装置。



(3) JP 2017-106902 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一項に記載の携帯型電子装置であって、
　前記ホルダ（４１）は、プラスチック材料で作られることを特徴とする、携帯型電子装
置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の携帯型電子装置であって、
　前記接触部材（６）は負極と接触しており、且つ前記留め金（５０）は正極と接触して
いることを特徴とする、携帯型電子装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、時計製作術の分野に関し、特に、電池バッテリ又はその類似物のような蓄電
池によって動力供給される、少なくとも１つの電子回路又は電気回路を備える腕時計の分
野に関する。本発明は、より具体的には、標準的なバッテリエンクロージャを設けた携帯
型電子装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　先行技術は、バッテリ取り付け装置に関する多数の文献を備える。
【０００３】
　特許文献１は、電子腕時計のケース内部に電池バッテリを取り付けるための装置を開示
している。この装置は、特に、プラスチック材料から成形された実質的に円筒形の筐体と
、腕時計の裏面上の開口部とを備える。筐体は、その周辺上に舌部を備え、該舌部は、底
部から開口部に向けて延在し、且つ、好ましくは、筐体と一体で成形される。バッテリが
筐体内部に取り付けられる場合、各舌部は、開口部の側に向けられたバッテリの面上に支
持領域を形成するように配置される。取り付けは、舌部を弾性的に変形させることによっ
て達成される。
【０００４】
　しかしながら、この特別な構造は欠点を有し、その欠点とは、バッテリを筐体内に導入
するために、バッテリは、筐体の開口部を通して、傾けて挿入しなければならないという
ことである。従って、この挿入を、自動化された組立ラインで実施することは困難である
。
【０００５】
　そのような装置はまた、衝撃がある場合、バッテリが、決まった場所に適切に保持され
ないかもしれないという欠点を有する。確かに、もし衝撃が十分に強烈である場合、バッ
テリ（これは、腕時計の構成要素に比較して、かなり大きな質量を有する）は、ある方向
に突き出されるかもしれず、その結果として、バッテリは、弾性的な舌部を変形させ、且
つ筐体から離れる可能性があるが、このことは、腕時計への電力供給を中断させるリスク
となるかもしれない。
【０００６】
　この装置の更に別の欠点は、バッテリの口径直径又は高さが変化する場合、プラスチッ
ク筐体を調整し、且つ新しい成形品を注文しなければならないが、このことは、新しい型
式の各々に対して、追加開発及び設備コストを伴う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第０１／７７７６０Ａ１号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、これら既知技術の様々な欠点を克服することである。
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【０００９】
　より具体的には、本発明の目的は、バッテリエンクロージャを設けた携帯型電子装置を
提供することであり、このバッテリエンクロージャは、その筐体内部にバッテリを良好に
保持することを提供する。
【００１０】
　また、本発明の目的は、少なくとも特定の実施形態において、実施するのが簡単且つ安
価であるバッテリエンクロージャを設けた携帯型電子装置を提供することである。
【００１１】
　本発明の更に別の目的は、幾つかのバッテリの厚さ、携帯型電子装置のための異なるム
ーブメント、及びムーブメントの様々な角度位置と両立するバッテリエンクロージャを提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　これらの目的は、以下でより明らかとなる他の事柄に加えて、少なくとも１つの電子モ
ジュールを備える携帯型電子装置を用いて、本発明によって達成される。ここで電子モジ
ュールは、特に、電気エネルギー供給源を受け入れるために配置された空洞を設けた主プ
レートと、プリント配線に関連付けられた少なくとも１つのムーブメントと、電気エネル
ギー供給源とプリント配線との間の電気的接続を保証するための弾性的に変形可能な接触
部材と、電気エネルギー供給源を保持するための手段と、を備える。
【００１３】
　本発明によれば、電気エネルギー供給源を保持するための手段は、
　・底部及び壁を備える、絶縁材料で作られた取り外し可能なホルダであって、該取り外
し可能なホルダは電気エネルギー供給源を受け入れるように配置され、且つ電気エネルギ
ー供給源を決まった場所に保持するための取り外し可能な留め金を備え、該取り外し可能
なホルダは、空洞の内部に挿入されるように構成される、取り外し可能なホルダと、
　・プリント配線と留め金との間の電気的接続を保証するための接触手段と、
　・モジュールにホルダを取り外し可能に固定するための固定手段と、
　を備える。
【００１４】
　従って、本発明の主題は、上で説明した様々な機能的且つ構造的な態様を通して、携帯
型電子装置を獲得することを可能にするが、この携帯型電子装置は、バッテリが適切に保
持されるかどうかについて心配することなく、異なるサイズの口径及び／又は異なるサイ
ズのバッテリを受け入れることが可能である。
【００１５】
　本発明の他の有利な変形例に従えば、
　・留め金はホルダの底部にわたって延在する中央部分と、環状壁の一部分にわたって延
在する側面部分とを備え、中央部分及び側面部分は各々が、電気エネルギー供給源に対し
て、それぞれ軸方向の力及び半径方向の力を及ぼすための、少なくとも１つの細片状ばね
を備え、
　・プリント配線と留め金との間の電気的接続を保証するための接触手段は、ばねの形態
を取り、
　・ホルダの壁は、ホルダの高さの全部又は一部にわたって延在する筐体を有し、且つば
ねを受け入れるように配置され、ばねは、筐体の両側から突出し、
　・留め金は舌部を備え、この舌部は、ホルダの底部の直ぐ近くにある開口部に挿入され
るように配置され、且つ筐体の中に出現し、その結果、ばねが、舌部及びプリント配線と
接触しており、
　・留め金は、ホルダの中にパチンと留められ、
　・モジュールにホルダを固定するための手段は、ねじ手段と連携する固定用突起を備え
、
　・ホルダはプラスチック材料で作られ、
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　・接触部材は負極と接触しており、且つ留め金は正極と接触している。
【００１６】
　本発明の他の特性及び利点は、本発明の特定の実施形態に関する次の説明を読むにあた
り、より明らかなものとして見えてくるであろう。ここで特定の実施形態は、例証的であ
り且つ非限定的な例、及び添付図として、単に与えられるものである。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明による携帯型電子装置のための電子モジュールの斜視図である。
【図２】本発明による電気エネルギー供給源を保持するための手段の斜視図である。
【図３】本発明による電気エネルギー供給源を保持するための手段の斜視図である。
【図４】本発明による電気エネルギー供給源を保持するための手段の断面図である。
【図５】本発明による電気エネルギー供給源を保持するための手段の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　特定の実施形態による携帯型電子装置は、図１から図５を合わせて参照しながら、今か
ら以下に説明されることになる。
【００１９】
　本発明は携帯型電子時計装置、特に腕時計に関し、この腕時計は、電子モジュール１又
は電気モジュール１を収容するための、少なくとも１つのケース中央部及び裏面カバー（
図に表されていない）を備える。このモジュール１は、空洞４を有する主プレート２を備
え、ここで空洞４は、ボタン電池バッテリのような電気エネルギー供給源５を受け入れる
ように配置される。このモジュール１はまた、プリント配線３に関連付けられた少なくと
も１つのムーブメント７を備え、ここでプリント配線３は、電気エネルギー供給源５とプ
リント配線３との間の電気的接続を保証するための、少なくとも１つの接触部材６を有す
る。
【００２０】
　本発明の、好ましいが、しかし非限定的であるバージョンにおいて、接触部材６は、弾
性的に変形可能であり、且つ細片状ばねの形態で作られる。
【００２１】
　図１に見られるように、電気エネルギー供給源５が空洞４の内部に置かれる場合、接触
部材６は、電気エネルギー供給源５を圧迫するように配置される。支持（これは、電気的
支持及び機械的支持の両方である）は、接触部材６の特別な形状の結果として達成され、
且つその効果は、部材６を応力下に置くことによって増幅されるが、この応力は、電気エ
ネルギー供給源５によって、ケース裏面２に向けて及ぼされる圧縮応力によるものである
。
【００２２】
　本発明によれば、携帯型電子装置は、電気エネルギー供給源５を保持するための手段を
備え、ここで電気エネルギー供給源５は、空洞４の内部に挿入されるように構成されるが
、その目的は、短絡を避けながら、決まった場所に電気エネルギー供給源５を容易に設置
することである。
【００２３】
　図２から図５において観察できるように、保持手段は、絶縁材料で作られた取り外し可
能なホルダ４１を備えるが、ここでホルダ４１は、電気エネルギー供給源５を受け入れる
ように配置された筐体４０を形成するために、底部４２と、底部４２から延在する環状壁
４３とを有する。本発明の、好ましいが、しかし非限定的であるバージョンにおいて、ホ
ルダ４１は、電気エネルギー供給源５をモジュール１から絶縁するために、プラスチック
材料で作られる。
【００２４】
　本発明の変形例によれば、選択されたムーブメント７に依存して、空洞４は、主プレー
ト２上の異なる場所において、機械加工することが可能である。確かに、計数器の位置は
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、型式によって変更されるかもしれないため、モータの位置もまた、変更されるかもしれ
ない。そして、このことが、主プレート２上のモジュール１内部にホルダ４１を置くこと
に関して影響を及ぼさないという条件で、空洞４の機械加工の位置を変える必要があるか
もしれない。
【００２５】
　ホルダ４１はまた、電気エネルギー供給源５を決まった場所に保持するための、取り外
し可能な留め金５０を備える。留め金５０は、ホルダ４１の底部にわたって延在する円形
状の中央部分５１と、環状壁４３の一部分にわたって延在する側面部分５２とを備え、中
央部分５１及び側面部分５２は各々が、電気エネルギー供給源上に対して、それぞれ軸方
向の力及び半径方向の力を及ぼすための、少なくとも１つの細片状ばね５１０、５２０を
備えるが、その目的は、電気エネルギー供給源５を決まった場所に保持すると共に、電気
エネルギー供給源５それ自体が回転することを防止することである。留め金５０は、ホル
ダ４１の壁の内側面上に形成された補足部分５４を用いて、側面部分を通して、ホルダ４
１の中にパチンと留めてもよい。
【００２６】
　本発明の好ましい実施形態によれば、留め金５０（中央部分５１及び側面部分５２によ
って形形される）は、例えば、銅又は真鍮のような導電性材料で作られた単一部品から、
型押し方法によって得られる。
【００２７】
　電気エネルギー供給源５及びホルダ４１のそれぞれの寸法は、次のようである。即ち、
ホルダ４１は、電気エネルギー供給源５を収容することが可能であるが、その場合、電気
エネルギー供給源５の下面５０１は、ホルダ４１の底部に位置する留め金５０の中央部分
５１に対して重みをかけており、且つ電気エネルギー供給源５の縁部５０２は、留め金の
側面部分５２に対して、及び環状壁４３の内側表面に対して重みをかけている。
【００２８】
　本発明によれば、留め金は電気エネルギー供給源５の正極と接触しており、且つ接触部
材６は電気エネルギー供給源５の負極と接触している。もちろん、２つの極を逆にするこ
とは可能であり、その場合は結果として、留め金は負極と接触している。
【００２９】
　保持手段はまた、プリント配線３と留め金５０との間の電気的接続を保証するための接
触手段を備える。本発明の好ましい実施形態によれば、接触手段は、良好な導電性を有す
る材料で作られた螺旋タイプばね３０の形態を取る。
【００３０】
　図２から図５に見られるように、ホルダ４１は、その壁４３の外側面上に、ホルダ４１
の頂部の全部又は一部にわたって延在し、且つホルダ４１と一体化している管状筐体４４
を有する。管状筐体４４は、円形断面の貫通孔４４０を備えるが、この貫通孔４４０は、
ばね３０を受け入れるように配置され、このばねは、管状筐体４４の各端部で両側に突出
する。有利なことに、ばね６３は、ばね基部３１と呼ばれる一方の端部を有し、これは、
停止部を形成するように貫通孔４４０の直径よりも広く、その結果、ばね３０は、筐体４
４の内部の決まった場所に保持され、ばねの他方の端部３２は、管状筐体４４から突出す
る。
【００３１】
　プリント配線３と留め金５０との間の電気的接続を保証するために、留め金５０は舌部
５３を備えるが、この舌部５３は、ホルダ４１の底部４２の直ぐ近くにある開口部４５の
中に挿入されるように配置され、且つ筐体４４の一方の端部に出現し、その結果、ばね３
０、及びより具体的にはばね基部３１は、その端部の各々によって、舌部５３及びプリン
ト配線３と接触している。
【００３２】
　一旦電気エネルギー供給源５がホルダ内部に置かれると、ホルダ４１をモジュール１上
の決まった場所に保つために、モジュール１に対してホルダ４１を取り外し可能に固定す
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るための、固定手段がホルダ４１の外側に設けられる。
【００３３】
　図に表されるように、固定手段は、互いに対して反対側にある固定用突起４６よって形
成され、且つ各々は、モジュール１の中にねじ込むことが意図されたねじ軸が通過するた
めの孔４７を有する。
【００３４】
電気エネルギー供給源５を保持するための手段は、次のように、決まった場所に設置され
る。
【００３５】
　先ず第１に、ばね３０が、底部から貫通孔４４０を通って、管状筐体４４の中に挿入さ
れ、その結果、ばね基部３１は、開口部４５の直ぐ近くにあるホルダ４１の底部と同じレ
ベルにある。次に、留め金５０が、ホルダ４１の筐体４０の中に傾けて挿入されるが、こ
の挿入は、先ず舌部５３を開口部４５の中に挿入することによって行われる。留め金５０
の中央部分５１は、その後、ホルダ４１の底部４２にわたって折り下げられ、且つ留め金
５０の側面部分５２を用いて、ホルダの中にパチンと留められるが、このことは、一旦留
め金５０が筐体４０の中にパチンと留められると、ばね３０の基部３１に対して舌部５３
を押し付ける効果を有する。
【００３６】
　電気エネルギー供給源５をホルダ４１の中に挿入することは、次のように達成される。
即ち、ホルダの底部４２の反対側で、電気エネルギー供給源５の下面５０１を位置決めし
、且つ、その後、電気エネルギー供給源５の上面５０３に対して、ホルダの底部４２の方
向に圧力を及ぼすことによって達成される。この動作の間、側面部分５２の、少なくとも
１つの細片状ばね５２０は、電気エネルギー供給源５の側面５０２によって、環状壁４３
に向けて押し戻されるが、このことは、細片状ばね５２０の弾性的変形を引き起こし、こ
れによって、電気エネルギー供給源５を半径方向に良好に保持することを保証する。
【００３７】
　更に、中央部分５１の、少なくとも１つの細片状ばね５１０は、ホルダの底部４２に向
けて押し戻されるが、このことは、細片状ばね５１０の弾性的変形を引き起こし、且つ、
これによって、電気エネルギー供給源５を軸方向に良好に保持することを保証する。
【００３８】
　一旦電気エネルギー供給源５が、ホルダ４１の筐体４０の内部で係合すると、ホルダ４
１は空洞４の内部に置かれるが、それによって、接触部材６に対して上面５０３を位置決
めし、且つモジュール１における対応する孔に関して固定用突起４６を整列させる。
【００３９】
　ホルダ４１が決まった場所に設置される場合、接触部材６は、主プレート２に向けて押
し戻されると共に、応力下に置かれ、且つばね３０の端部３２は、接触領域３３上でプリ
ント配線３と接触するように置かれるが、このことは、電気エネルギー供給源５との電気
的接触を保証する。
【００４０】
　更に、電気エネルギー供給源５の交換のような保守点検作業の間、保守点検は、ホルダ
４１の透かし彫り構造によって促進されるが、ここでホルダ４１の透かし彫り構造は、電
気エネルギー供給源５の容易な取り外しを可能にする。ホルダ４１の透かし彫り構造はま
た、電気エネルギー供給源５の周りで空気の流れを促進するという利点を有する。
【００４１】
　本発明の、これら異なる態様の結果として、多くのサイズのバッテリ及び異なるサイズ
の口径に適合することが可能な携帯型電子装置が得られる。本発明はまた、ムーブメント
の異なる角度位置に適合することを可能にするが、その理由は、空洞４を形成するために
要求される機械加工を、主プレート２上の異なる場所で実施してもよいからである。例え
ば、計数器の位置が変更される場合、モータの位置もまた変更され、且つホルダ４１を受
け入れるための空洞の機械加工については、電気エネルギー供給源５を保持するための新
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【００４２】
　上記の説明は、好ましい実施形態に対応し、且つ、決して限定的であると考えるべきで
はなく、より具体的には、取り付け装置を形成する様々な構造的要素、又はそれらの材料
に対して説明された形状に関して、決して限定的であると考えるべきではない。
【符号の説明】
【００４３】
　１　モジュール
　２　プレート
　３　プリント配線
　４　空洞
　５　電気エネルギー供給源
　６　接触部材
　７　ムーブメント
　３０　ばね
　３１　ばね基部
　３２　ばねの自由端
　３３　プリント配線の接触領域
　４０　筐体
　４１　ホルダ
　４２　ホルダの底部
　４３　ホルダの壁
　４４　管状筐体
　４４０　貫通孔
　４５　開口部
　４６　固定用突起
　４７　孔
　５０　留め金
　５１　留め金の中央部分
　５２　留め金の側面部分
　５３　舌部
　５４　補足部分
　５０１　下面
　５０２　側面
　５０３　上面
　５１０、５２０　留め金細片状ばね
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